
老人クラブ ICT（情報通信技術）支援指導者養成講座開設要領 

 

１．目的 

デジタル化社会にあって、高齢者や老人クラブにおいても、パソコン、スマートフォ

ンなどの ICT（情報通信技術）機器を生活様式や老人クラブ活動の中に当たり前に取り

入れることが求められている。特にウイズコロナ、アフターコロナ後の新しい生活様式

の中で、行政等に対する各種申請書類のパソコン等による作成、スマートフォンなどに

よる家族や仲間との交流、そしてリモート会議などの機会が一段と増しているところで

ある。そこで、まずは老人クラブに関わる職員が地域の高齢者や老人クラブ会員がこう

した機器を安心して安全に使いこなせるよう支援できるようにするためのインストラク

ター（指導者）養成講座を開設する。 

 

２．主催 

北海道老人クラブ連合会 上川地区老人クラブ連合会 

 

３．期日・会場 

日程：第１回（基礎編） 令和６年３月１９日（火） 

   第２回（応用編） 令和６年３月２２日（金） 

会場：旭川市神楽市民交流センター・神楽公民館 

〒070-8003 旭川市神楽３条６丁１    電話 0166-61-6194 

 

４．受講対象者 

北海道老人クラブ連合会事務局職員、各地区老人クラブ連合会事務局職員、 

各市町村老人クラブ連合会職員、老人クラブ役職員 

 

５．定 員 

各回（基礎編・応用編）１か所 概ね２０人（１市町村老連１～２名） 

 

６．参加費 

無料 

 

７．講座内容 

  やさしく、楽しいシニアのためのスマートフォン活用支援講座 

回 講座名 講座内容 

第１回 
（基礎編） 

初めての 
スマートフォン体験教室 

ガラケーとスマホ、 
Androidと iPhoneの違い 

基本操作やカメラ、マップ等人気アプリ体験 

第２回 
（応用編） 

スマホの基本と 
ＬＩＮＥ体験 

基礎講座＋人気の便利機能 

LINE：トーク、スタンプ、写真、音声/ビデオ通話、
その他 

 

 

 



８．講 師 

ソフトバンク株式会社 

 

９．日程 

 

 

 

 

 

 

10．その他 

（１）受講者は、原則として基礎編と応用編の両方の講座を受講のこと。場合によっ

ては同一市町村老連、地区老連の中で基礎編と応用編の受講者を変更すること

は可とします。 

（２）ソフトバンク株式会社で用意していただくデモ機（アンドロイド）を使用して

受講します。 

（３）講座内容以外に、知りたい内容やご質問がございましたら質問時間のなかで対

応しますので、申込様式へご記入ください。なお、内容によっては時間の関係

等もあり、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 

 

11．申込み方法 

（１）別紙、１名様につき１枚の申込様式にて令和６年３月５日（火）までにお申 

し込みください。 

 

12．申し込み先 

   (１) 士別市老連及び名寄市老連は北海道老人クラブ連合会事務局に、上川地区管内

各町老連は上川地区老人クラブ連合会事務局に、それぞれお申し込みをお願い

いたします。 

 

（２）各連絡先 

◎ 一般財団法人 北海道老人クラブ連合会 

〒060-0002  札幌市中央区北２条西７丁目  かでる２.７ ４階 

TEL：（０１１）２７１-６２６４  FAX（０１１）２７１-４２６０ 

メールアドレス：club@dourouren.or.jp  

 

◎ 上川地区老人クラブ連合会  

     〒079-8610 旭川市永山６条１９丁目１－１ 上川合同庁舎 

    北海道社会福祉協議会 上川地区事務所内 

     TEL（０１６６）４９－６７１１  FAX（０１６６）４９－６７１２ 
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